
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成20年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成20年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

19,425 12,780 5,657
767
221

（地域手当）
（通勤手当）

3月31日

千円 千円 千円 千円

15,127 10,116 4,298
607
106

（地域手当）
（通勤手当）

3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

15,250 10,116 4,478
607
49

（地域手当）
（通勤手当）

3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

12,212 7,848 3,530
785
49

（地域手当）
（通勤手当）

4月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

1,440 1,440 0 0
（　　　　）

3月31日

千円 千円 千円 千円

1,128 1,128 0 0
（　　　　）

4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

1,128 1,128 0 0
（　　　　）

4月1日

注１：「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生活費が特に高い地域に在勤する役員に
　　　支給しているものである。
注２：「前職」欄の「※」は独立行政法人等の退職者、「◇」は役員出向者を示す。

A理事

B理事

C理事

D理事
（非常勤）

B監事
（非常勤）

前職

A監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

期末特別手当において、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員とし
ての業務に対する貢献度等を総合的に勘案して、その額の100分の10の範囲内で、これを
増額し、又は減額することとしている。

改定なし

改定なし

改定なし

「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成18年
法律第101号）」の施行を踏まえ、4月1日より本学役員報酬規程第6条によ
る「地域手当」の支給割合を「5%」から「6%」に引き上げた。

「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成18年
法律第101号）」の施行を踏まえ、4月1日より本学役員報酬規程第6条によ
る「地域手当」の支給割合を「5%」から「6%」に引き上げた。
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３　役員の退職手当の支給状況（平成20年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

摘　　要

監事

法人の長

理事

法人での在職期間
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成20年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

314 40.4 7,065 5,110 131 1,955
人 歳 千円 千円 千円 千円

122 36.4 5,200 3,844 199 1,356
人 歳 千円 千円 千円 千円

191 42.9 8,264 5,925 88 2,339
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

賞与：勤勉手当
（査定分）

基本給（昇給）

基準日（6月1日、12月1日）以前6箇月以内の期間における勤務成績に応じ
て決定される支給割合（成績率）に基づき支給される。

勤務成績に応じて、昇給区分により昇給させることができる。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

基本給（昇格）

制度の内容
勤務成績が良好で、かつ、昇格基準に達している場合、その者の資格に応
じて１級上位の級に昇格させることができる。

その他医療職種
（看護師）

在外職員

教育職種
（大学教員）

うち賞与平均年齢
平成20年度の年間給与額（平均）

総額
区分

常勤職員

うち所定内人員

事務・技術

職員数の適正化を図りつつ、中長期的な観点から任期制の活用を推進した人事管理計画
を行い、人件費の管理を講じている。

国家公務員の同種の職種との給与水準を十分考慮し、国家公務員の例に準じた措置を講
じている。

昇格、昇給の実施及び勤勉手当の成績率の判定にあたっては、職員の勤務成績を考慮し
ている。

「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」の施行を踏まえ、4月1日よ
り「地域手当」の支給率を「1%」引き上げた。
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人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

75 37.2 5,253 5,169 16 84
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 34.3 3,172 2,386 151 786
人 歳 千円 千円 千円 千円

67 37.5 5,501 5,501 0 0

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注2：常勤職員の医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）については、該当者がないため省略した。
注3：常勤職員のその他医療職種（看護師）については、該当者が一人のため、当該個人に関する情報が特定される
　　　おそれのあることから、人数以外は記載していない。

注4：非常勤職員の「教育研究系有期契約職員」とは、特任教員及び研究員の職種を示す。
注5：非常勤職員の教育職種（大学教員）、医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）については、該当者が
　　　いないため省略した。

（年俸制適用者）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

67 37.5 5,501 5,501 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

67 37.5 5,501 5,501 0 0

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注2：非常勤職員の「教育研究系有期契約職員」とは、特任教員及び研究員の職種を示す。
注3：非常勤職員の教育職種（大学教員）、医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）については、
　　　該当者がいないため省略した。

非常勤職員

事務・技術

教育研究系
有期契約職員

常勤職員

在外職員

任期付職員

再任用職員

人員 平均年齢
平成20年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

教育研究系
有期契約職員

事務・技術

区分

再任用職員

非常勤職員

任期付職員
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（事務・技術職員）

注1：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。
注2：年齢44～47歳の該当者は3名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、年間給与額の
　　  第1・3四分位については表示していない。
注3：年齢52～55歳の該当者は4名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、年間給与額の
　　  第1・3四分位については表示していない。
注4：年齢56～59歳の該当者は4名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、年間給与額の
　　  第1・3四分位については表示していない。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

　代表的職位

部長 2 55.5 － －

課長 5 51.5 8,403 8,866 8,909

課長補佐 6 53.0 6,977 7,186 7,334

係長 35 39.8 5,384 5,673 6,020

主任 5 36.1 4,462 4,649 4,920

係員 69 31.6 3,612 4,051 4,393

注：部長の該当者は2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与額の
　　第1・3四分位及び平均額は表示していない。

人員分布状況を示すグループ

② 年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員)〔在外職員、任期付職員及び再任用
職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均平均年齢

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人千円
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（教育職員（大学教員））

（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

　代表的職位

教授 54 53.1 10,467 11,276 11,906

准教授 43 43.2 8,088 8,546 8,943

助教 87 36.6 5,936 6,269 6,565

助手 4 42.0 － 6,389 －

教務職員 3 38.2 － 4,778 －

注：助手及び教務職員の該当者はそれぞれ4人以下のため、当該個人に関する情報が
　　特定されるおそれのあることから、年間給与額の第1・第3四分位は表示していない。

平均年齢人員 平均分布状況を示すグループ

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員））
人千円
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（事務・技術職員）

区分 計 10級 9級 8級 7級 6級

標準的 事務局長 事務局長 事務局長 部長 課長
な職位 部長

人 人 人 人 人 人

122 該当者なし 該当者なし 該当者なし 2 3
（割合） （　 　　%） （　 　　%） （　 　　%） （1.6%） （2.5%）

歳 歳 歳 歳 歳

～　　 ～ ～ ～ 57～50

千円 千円 千円 千円 千円

～ ～ ～ ～
7,337

～6,373
千円 千円 千円 千円 千円

～ ～ ～ ～
9,836

～8,786

区分 計 5級 4級 3級 2級 1級

標準的 課長 課長補佐 係長 主任 係員
な職位 課長補佐 主任 係員

人 人 人 人 人 人

122 3 5 40 52 17

（割合） （2.5%） （4.1%） （32.8%） （42.6%） （13.9%）
歳 歳 歳 歳 歳

59～39 52～50 49～35 37～28 29～24

千円 千円 千円 千円 千円

6,381
～5,188

5,356
～4,900

4,746
～3,368

3,803
～2,583

2,900
～2,250

千円 千円 千円 千円 千円

8,403
～7,334

7,456
～6,878

6,610
～4,761

5,221
～3,565

3,830
～3,100

注：7級における該当者が2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

（教育職員（大学職員））
区分 計 6級 5級 4級 3級 2級 1級

標準的 教授 准教授 講師 助教 教務職員
な職位 助手

人 人 人 人 人 人 人

191 該当者なし 54 43 該当者なし 91 3
（割合） （　　%） （28.3%） （22.5%） （　　%） （47.6%） （1.6%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

～ 63～41 63～35 ～ 55～29 44～34

千円 千円 千円 千円 千円 千円

～
9,923

～6,163
7,376

～4,939
～

5,521
～3,833

3,649
～3,348

千円 千円 千円 千円 千円 千円

～
13,907
～8,824

10,150
～6,812

～
7,605

～5,242
5,035

～4,582

人員

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

学長が特に必要
と認める教員

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

 職級別在職状況等（平成２１年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

年齢（最高
～最低）

人員

年間給与
額(最高～

最低)

③

所定内給
与年額(最
高～最低)
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（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

63.8 65.4 64.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.2 34.6 35.3

％ ％ ％

         最高～最低 42.9～32.2 41.8～29.8 42.0～31.1
％ ％ ％

66.7 66.6 66.6
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 33.3 33.4 33.4

％ ％ ％

         最高～最低 34.0～31.4 39.6～28.7 37.1～30.1

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

65.7 64.6 65.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.3 35.4 34.9

％ ％ ％

         最高～最低 42.3～32.9 39.2～30.3 40.4～31.7

％ ％ ％

66.5 66.3 66.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 33.5 33.7 33.6

％ ％ ％

         最高～最低 43.0～32.0 39.6～29.5 41.1～30.8

⑤

（事務・技術職員）

対国家公務員（行政職（一）） 94.4
対他の国立大学法人等（事務・技術職員) 103.2

（教育職員（大学教員））

対他の国立大学法人等（教育職員（大学教員）) 101.7

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（平成20年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

一律支給分（期末相当）

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

一般
職員

一律支給分（期末相当）

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／教
育職員（大学教員））

一般
職員

④
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案 101.0

参考 学歴勘案 93.0

地域・学歴勘案 101.0

教育職種（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指数　102.3

注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（-）と行政職（-）の年収比率を基礎に、平成20年度の
　　教育職員（大学教員）と国の行政職（-）の年収比率を比較して算出した指数である。

なお、昨年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職(-)）との給与水準
（年額）の比較指標である。

項目 内容

対国家公務員　　94.4

　給与水準の適切性の
　検証

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

国に比べて給与水準が低いため、該当なし。

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　74％
（国からの財政支出額　6,805,000,000円、支出予算の総額　9,226,000,000
円：平成20年度予算）

【検証結果】
国からの財政支出の割合が50%を越えているが、対国家公務員指数が100以
下であるため、本学の給与水準は適正であると考える。

【累積欠損額について】
累積欠損額 0円（平成19年度決算）

【検証結果】

講ずる措置
国に準拠した措置を取りながら、現在の給与水準を維持していくように努める。

指数の状況
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成20年度）

前年度
（平成19年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注1：「非常勤役職員等給与」においては、寄附金、受託研究費その他競争的資金等により雇用される
　　 職員に係る費用及び人材派遣契約等に係る費用等含んでいるため、財務諸表附属明細書の「17
　　 役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

注2：「退職手当支給額」欄は、国の常勤職員に相当する、法人の常勤職員に係る退職手当支給額を
　　 計上している。

総人件費について参考となる事項

①「給与、報酬等支給総額」について、前年度と比較して0.5%減となったのは、支給人員が減少した
ことが要因として挙げられる。
　また、「最広義人件費」について、前年度と比較して4.6%増となったのは、外部資金等により特任教員
又は研究員等を雇用したことによる非常勤教職員数の増加に伴い、「非常勤役職員等給与」が増加した
ことが要因として挙げられる。

②ⅰ)本学では「行政改革の重要方針」（平成17年度12月24日閣議決定）において示された総人件費
改革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取組みを行うことを中期目標に掲げている
ⅱ)中期計画において、平成21年度までに概ね4%の人件費の削減を図ることとしている。
ⅲ)人件費削減の取組状況

基準年度
（平成17年

度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

3,024,683 2,691,347 2,614,598 2,602,487

△11.0 △13.6 △14.0

△11.0 △14.3 △14.7

注1：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人
　　事院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり、平成18年、平成
　　19年、平成20年度の行政職（－）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0%、0.7%、0%である。

注2：基準年度（平成17年度）の給与、報酬等支給総額は、法人移行時の人件費予算相当額を基礎に
　　算出 した平成17年度人件費予算相当額である。

Ⅳ 法人が必要と認める事項
特になし

人件費削減率（補正値）
（％）

145,705

総人件費改革の取組状況

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

最広義人件費

70,616411,061 400,518
福利厚生費

人件費削減率
（％）

区　　分

（△0.5) △132,252

中期目標期間開始時（平成
16年度）からの増△減比較増△減

非常勤役職員等給与
1,182,239 1,005,871

△12,111

92,013

2,602,487 2,614,598

131,004 （171.4)14,701

給与、報酬等支給総額

(20.7)

(17.5) 159,971176,368 (15.6)

10,543 (2.6)

(4.6)4,341,492 4,151,991 189,501 190,348(4.6)

(11.2)
退職手当支給額

（△4.8）
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